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（裏面に続く）

今回は、『予算管理／月次決算／中間決算／四半期決算』について概説する。

(ポイント)

〇収支予算書と予算管理

〇月次決算／中間決算／四半期決算

１．収支予算書と予算管理

一般法人では、事業企画書、収支予算書等の作成は義務付けられていません。

一方、公益法人では事業企画書、収支予算書等の作成が義務付けられており、事業年度が開始するまで

に、事業計画書、収支予算書、資金調達・設備投資の見込みを記載した書類を作成ししなければなりません。

なお、ここでいう収支予算書は収支計算ベースではなく、“損益計算ベース（正味財産増減計算書ベース）”で

作成し、かつ事業別に区分されたものでなければなりません。

２．月次決算／中間決算／四半期決算

月次決算とは、毎月の末日を決算日とみなして、当該月末までの経過期間の決算書等を作成することをい

います。

中間決算とは事業年度の半分（6か月）を経過した時点、四半期決算とは3か月を経過した毎に決算書等と

作成することをいい、期中の状況確認のために行われるものです。

公益法人や一般法人では、法令に従い、事業年度の終了後に決算書等を作成しなければならないとされ

ていますが、月次決算／中間決算／四半期決算については義務付けられていません。しかし、これらの月次

決算／中間決算／四半期決算は、事業年度の中途における収益や費用の実績を把握することや、予算・実

績分析による各事業の進捗状況の把握、収支の改善事項やその対策などの検討に役立つ資料に利用する

ことができるというメリットがあります。

また、公益法人の場合、事業年度終了時点において適正な公益認定基準（財務基準等）を満たしているこ

とが重要なポイントであり、期中において収支の状況を把握することにより、事業年度終了時点において適

正な公益認定基準（財務基準等）を満たす見込みであるかどうか、一般法人（移行法人）の場合、適正な公

益目的支出計画の実施ができているか等を把握することができるため、事業年度末に向けて対応策や改善

策などを早期に検討することができます。

しかしながら、月次決算／中間決算／四半期決算は事務手続きの負担が増加することになるため、どの単

位で実施していくのか、事務負担のバランスを考慮しながら実施していく必要があります。



本資料は、社団・財団法人向けの一般的な情報提供を目的としたものです。記載された意見や予測等は作成時点のもので
あり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。事前の了承なく複製または転送
等を行わないようお願いします。
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＜公益法人の区分経理＞
公益法人では、公益目的事業に係る収入や財産はそれ以外の事業等には使用できないこととされている。
そのため、会計単位を公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3つの区分に分類し、それぞれ
の事業等の会計を明らかにする仕組みとなっている。収入や費用について、どの事業等の収入や費用かを
明確に区分する必要があり、さらに費用については事業費と管理費に区分する必要がある。

公益法人の場合、事業年度終了時点において適正な公益認定基準（財務基準等）を満たしていることが重
要なポイントであり、収支相償については各公益目的事業毎、公益目的事業全体で満たす必要がある。その
ため、区分経理の誤りは財務3基準に影響を与える。適切に区分経理を行うために月次決算／中間決算／
四半期決算を活用することで、期中の段階で事前に状況を把握することができるため、事業の数、事業の複
雑性、職員の数などの管理体制を考慮しながら、どの単位で実施していくのか検討いただきたい。

シリーズ：社団・財団法人の実務家のひとこと

（朝日税理士法人 公益法人チーム編集）

月次決算／中間決算／四半期決算の流れ（3月決算の場合）
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